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《お問い合わせ先》

愛媛県 経済労働部 産業雇用局

労政雇用課 産業人材室 　☎ 089-912-2509

助成対象者募集期限：2020年1月10日(金)

登録企業募集期限：2020年3月31日(火)

130 社
2020年1月24日
時点の登録企業数

募集期限延長！2020年5月29日（金）
（募集人数に到達次第、募集を締め切ります。）

…

人材確保でお悩みの企業の皆様へのお知らせ
人材確保

＆

学生支援

令和 2年 2月 15日

令和２年2月15日

〇「ものづくり産業分野」……建設業／製造業／卸売小売業

〇「ＩＴ関連分野」……製造業／情報通信業

〇「観光分野」……宿泊業・飲食サービス業／旅行業

愛媛県奨学金返還支援制度（中核産業人材確保支援制度）

賛同企業&助成対象者を募集しています！

〇助成対象者１人当たり年最大８.４万円（最大７年間助成）

　助成対象者の奨学金年間返還額の２／３

　または 16.8 万円のいずれか低い額の１／２

《対象企業》

《企業の出捐額》

《対象者》

《助成対象者への助成額》

《助成対象者の募集人数》

●2021 年 3 月に卒業・修了予定の大学生・大学院生

●日本学生支援機構奨学金 ( 一種 / 二種 ) の貸与を受

　けている方

●上記対象企業への就職を希望する方

●最大１１７．６万円（最大７年間助成の場合）

●助成対象者の奨学金年間返還額の２／３または 16.8

　万円のいずれか低い額

●１００名（県内・県外出身を問いません。）

はた

　愛媛県では、県内産業を支える中核人材となる大学生

及び大学院生の県内定着やＵＩＪターン就職を促進する

ため、大学生等が卒業後、本制度に登録した県内の企業

（登録企業）に就職した場合に、愛媛県と登録企業とで

出捐した基金により、奨学金の返還を支援する制度を

実施しています。

　現在、登録企業及び助成対象者となる大学生

・大学院生を募集しております。詳細や申込方法につ

いては、県 HP をご覧ください。
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令和２年度　県立宇和島産業技術専門校入校生の募集について（短期課程：後期試験）

　県立産業技術専門校（旧県立高等技術専門校、H31.４月から改称）では、就職のために必要となる専門的

な知識や技能を習得する職業訓練を行っています。進路、就職にお悩みの方に、ぜひ御応募いただきますよ

う御案内をお願いします。

■選考方法と日程

　　筆記試験、適性検査、面接試験により選考します。

※　応募手続など詳細については、宇和島産業技術専門校にお気軽にお問合せください。また、入校ガイド・入

校願書の様式を県ホームページに掲載しているほか、宇和島産業技術専門校又はハローワークで配布し

ています。

3月16日（月）～4月17日（金）必着 4月24日（金） 5月1日（金） 5月13日（水）

願書提出期間 入校選考日 合格発表日 開講日

産業技術専門校

宇和島産業技術専門校
〒798-0027 宇和島市柿原甲1712

TEL（0895）22－3410

訓練科目

住まいづくり木工科 10か月15

定員（人） 期間

■科目一覧（短期課程）

10 10か月アパレルビジネス科

　愛媛県では、仕事と育児や介護などの家庭生活が両立できる職場環境づくりに取り組む中小企業を「えひめ仕

事と家庭の両立応援企業」に認証しており、1月は両立応援ゴールド企業新規2社、両立応援企業更新8社を認証

しました。

　人材の確保・定着を図るため、働きやすい職場環境

づくりに取り組んでみませんか？

【認証メリット】

・認証マークを活用したイメージアップ

・求人票や会社説明会でのＰＲ

・働き方改革に向けた社内の機運醸成

【制度のお問い合わせ】

愛媛県経済労働部産業雇用局労政雇用課

　　　　　　　　　　TEL 089-912-2502
詳しくは、

えひめ仕事と家庭の両立応援企業 検索

ゴールド企業が新たに2社誕生！

えひめ仕事と家庭の両立応援企業
1月の認証企業のご紹介

認証マーク

〈えひめ仕事と家庭の両立応援ゴールド企業〉

認証番号

【新　規】

認証番号 所在地企業名

宇和島市

宇和島市

44

43

株式会社亀岡商店

松山市25 株式会社よんでんライフケア

亀岡ガス販売株式会社

【更　新】

所在地企業名

松山市24 株式会社キャップ

〈えひめ仕事と家庭の両立応援企業〉

今治市188 第一印刷株式会社

松山市209 医療法人千寿会

松山市329 八紘開発株式会社

松山市390 社会福祉法人立花会　立花こども園

宇和島市494 社会福祉法人愛心会

宇和島市521 泉建設工業株式会社

はた

【お問い合わせ先】　働ナビえひめ（愛媛県働き方改革包括支援プラザ）　TEL　089-915-3260

働き方改革のワンストップ支援拠点「働ナビえひめ」では、認証取得のサポートをはじめ、様々な働き方改革の取組みを支援しています。

令和2年2月15日
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愛媛県では県内企業の働き方改

革を促進し、人材の確保・定着を

図るため、愛媛県働き方改革包括

支援プラザ（愛称：働（はた）ナビ

えひめ）を開設しています。

〈主な業務内容〉

・働き方改革に関する窓口相談、専門機関への取り次ぎ

・県内中小企業に対する個別訪問支援、取組事例の紹介

・えひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証取得支援

・愛媛労働局、ポリテクセンター愛媛等の関係機関による個別相談会の開催　など

相談
無料

お問い合わせ
所在地：松山市大手町２丁目５－７松山商工会館敷地内 別棟１階　電　話：089-915-3260／ＦＡＸ：089-947-4251

開所時間：９：00～17：00 ※土日祝日、12月29日～１月３日を除きます

E－mail：m-sp3@csc-ehime.jp

運営委託先：（一社）愛媛県法人会連合会

詳細は、　 働ナビえひめ 検索

働ナビえひめのご案内

お気軽にご相談ください！

はた

【改正ポイント①】

≪数値目標の複数設定≫　令和２年４月１日施行

　令和２年４月１日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として以下

の①と②の区分ごとに１つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画

の策定届を労働局へ届け出ることが必要です。

【改正ポイント②】

≪情報公表について複数項目の公表≫　令和２年６月１日施行

　令和２年６月１日以降は、女性の活躍推進に関する情報公表についても、上記①と②の区分

ごとにそれぞれ１項目以上選択して２項目以上情報公表することが必要です。

※女性活躍推進法の改正内容に関するお問合せは

愛媛労働局雇用環境・均等室　電話　089（935）5222

※（区）の表示がある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

　愛媛働き方改革推進支援センター（愛媛労働局委託事業）が同一フロア内に設置されており、働き

方改革関連法の対応に関する支援も受けることができます。

～常用労働者数が３０１人以上の事業主のみなさまへ～

女性活躍推進法が改正されました！！

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

・管理職に占める女性労働者の割合

・労働者に占める女性労働者の割合（区）　など

・男女の平均勤続年数の差異（区）

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

・有給休暇取得率（区）　など

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

愛媛労働局からのお知らせ

令和２年2月15日
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１　会議関係

○ １月10日　第1291回公益委員会議

「平成31年（不）第１号・令和元年（不）第３号事件の審査経過について」など３件

○ １月24日　第1176回労働委員会総会

「平成31年（不）第１号・令和元年（不）第３号事件の第６回・第２回調査結果概要

について」など７件

２　集団的労使紛争関係

　　○　審査事件

３　個別的労使紛争関係

　　○　労働相談

労働委員会の窓　（1月分）

事件番号 業種 申立年月日 申立内容 終結状況
労組法

7 条該当号

31年(不)

第 １ 号

教育,学習

支援事業
Ｈ31.２.19 １,２

元年(不)

第 ２ 号

元年(不)

第 ３ 号

製造業、
卸売業,

小売業

教育,学習

支援事業

係属中

係属中

係属中

R元.5.22

「追加申立

R元.8.29」

R元.9.30

１,２,３

１,２,３

不利益取扱い是正

団体交渉応諾

支配介入禁止等

相談者数

1 月 ２３

２３４

２８

３３２累計（４月～）

相談件数

◇労働委員会ホ－ムページアドレス（URL）　https://www.pref.ehime.jp/tiroui/

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。

雇用のトラブルまず相談

労働委員会は、労働相談＆あっせん等を行っている公正・中立の行政機関です。
労働問題の専門家で経験豊富な労働委員会委員が話合いによる円満解決をサポートします。

愛媛県労働委員会
電 話 　 ０ ８ ９ － ９ １ ２ - ２ ９ ９ ６（ 直 通 ）

［月～金（祝日・年末年始を除く。）8:30～17:15］

無料相談・あっせん
解雇、賃金切下げ、パワハラなど職場のトラブルで困っていませんか？

不利益取扱い是正

誠実団交実施

謝罪文の掲示

不利益取扱い是正

誠実団交実施

支配介入禁止等

令和2年2月15日
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